
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 等 新 旧 対 照 表 

改     正     前 改     正     後 

国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就
業規則      

 （平成１８年達示第２１号） 
 （前 略） 
 
 
 
 
 
別表第２（第２４条第１項関係） 

育児・介護規
程の規定 

適用する規定 

（略） （略） 

第１５条 第１５条 特定職員は、当該特定
職員の小学校第３学年の終期を
経過するまでの子を養育するた
めに、大学に申し出ることによ
り、当該子が小学校第３学年の
終期を経過する日まで１日の勤
務時間の一部について勤務しな
いこと(以下「育児部分休業」と
いう。)ができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

２ （略）  

（後 略） 
 

国立大学法人京都大学支援職員就業規則 
（令和４年達示第３号） 

 （前 略） 
 
 
 
 
 
 
別表第４（第１７条第１項関係） 

育児・介護規
程の規定 

適用する規定 

（略） （略） 

第１５条 第１５条 支援職員は、当該支援

職員の小学校第３学年の終期を

経過するまでの子を養育するた

めに、大学に申し出ることによ

り、当該子が小学校第３学年の

終期を経過する日まで１日の勤

務時間の一部について勤務しな

いこと（以下「育児部分休業」と

いう。）ができる。 
 

 
 
 
 
   附 則（令和７年達示第４４号）抄 
 （施行期日） 
第１条 この規則は、令和７年１０月１日から施行す

る。 
 
別表第２（第２４条第１項関係） 

育児・介護規
程の規定 

適用する規定 

（同 左） （同 左） 

第１５条 第１５条 特定職員は、当該特定職
員の小学校第３学年の終期を経
過するまでの子を養育するため
に、大学に申し出ることにより、
当該子が小学校第３学年の終期
を経過する日まで１日の勤務時
間の全部又は一部について勤務
しないこと(以下「育児部分休業
」という。)ができる。 

２ 育児部分休業の種類は、次に掲
げるものとする。 
（１） １日における育児部分休

業（以下「第１号育児部分休業
」という。） 

（２） １事業年度における育児
部分休業（以下「第２号育児部
分休業」という。） 

３ （同 左） 

 
 

 

 

 

   附 則（令和７年達示第４４号）抄 
 （施行期日） 
第１条 この規則は、令和７年１０月１日から施行す

る。 
 
 
別表第４（第１７条第１項関係） 

育児・介護規
程の規定 

適用する規定 

（同 左） （同 左） 

第１５条 第１５条 支援職員は、当該支援

職員の小学校第３学年の終期を

経過するまでの子を養育するた

めに、大学に申し出ることによ

り、当該子が小学校第３学年の

終期を経過する日まで１日の勤

務時間の全部又は一部について

勤務しないこと（以下「育児部分

休業」という。）ができる。 
２ 育児部分休業の種類は、次に



 

改     正     前 改     正     後 

 
 
 
 

 
 
 

２ （同 左） 

 （後 略） 
 

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規  
則 

（平成１７年達示第３７号） 
 （前 略） 
（年次休暇以外の休暇） 

第５４条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職
員(第７号、第１０号、第１１号、第１４号及び第
１５号に掲げる場合にあっては、６月以上の契約期
間が定められている者又は６月以上継続勤務して
いる者に、第１７号に掲げる場合にあっては、無期
雇用教職員に限る。ただし、第２１号及び第２２号
の休暇を取得できる有期雇用教職員の制限につい
ては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第７６
号。以下「育児・介護休業法」という。)第１６条
の３第２項及び第１６条の６第２項の規定におい
て準用する第６条第１項ただし書による労使協定
がある場合に限る。)に対して当該各号に掲げる期
間の有給の休暇を与えるものとする。 

（１）～（２５） 
２ 
３ 

（中 略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第１０ 

育児・介護規
程の規定 

適用する規定 

 （略） （略） 

第１５条 第１５条 有期雇用教職員は、当

該教職員の小学校第３学年の終

期を経過するまでの子を養育す

るために、大学に申し出ること

により、当該子が小学校第３学

掲げるものとする。 
（１） １日における育児部分

休業（以下「第１号育児部分休
業」という。） 

（２） １事業年度における育
児部分休業（以下「第２号育児
部分休業」という。） 

３ （同 左） 

 
 
 
 
 
 
（年次休暇以外の休暇） 

第５４条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職
員(第７号及び第１０号に掲げる場合にあっては、６
月以上の契約期間が定められている者又は６月以上
継続勤務している者に、第１７号に掲げる場合にあ
っては、無期雇用教職員に限る。ただし、第２１号及
び第２２号の休暇を取得できる有期雇用教職員の制
限については、育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法
律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。)第
１６条の３第２項及び第１６条の６第２項の規定に
おいて準用する第６条第１項ただし書による労使協
定がある場合に限る。)に対して当該各号に掲げる期
間の有給の休暇を与えるものとする。 

 
（１）～（２５） 
２ 
３ 
 
   附 則（令和７年達示第４４号）抄 
 （施行期日） 
第１条 この規則は、令和７年１０月１日から施行す
る。 

２ 前項の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学
有期雇用教職員就業規則第４６条の改正規程は、令
和７年７月２２日から施行する。 

 （国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等
に関する規程の一部改正に伴う経緯措置） 

第２条 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日
までの間における育児部分休業の申出を行う場合に
おいて、この規則による改正後の国立大学法人京都
大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第１７
条の規定の適用については、同条第２項中「１０」と
あるのは「５」とする。 

 

別表第１０ 
育児・介護規
程の規定 

適用する規定 

（同 左） （同 左） 

第１５条 第１５条 有期雇用教職員は、当該

教職員の小学校第３学年の終期

を経過するまでの子を養育する

ために、大学に申し出ることによ

り、当該子が小学校第３学年の終

（略） （同 左） 



 

改     正     前 改     正     後 

年の終期を経過する日まで１日

の勤務時間の一部について勤務

しないこと（以下「育児部分休

業」という。）ができる。ただし、

大学に引き続き雇用された期間

が１年に満たない有期雇用教職

員（育児・介護休業法第２３条第

１項の規定による労使協定があ

る場合に限る。）は、これを行う

ことができない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、有期

雇用教職員就業規則第４４条に

規定する正規の勤務時間の始め

又は終りにおいて、１日を通じ

て２時間（有期雇用教職員就業

規則第５４条第１項第１８号に

規定する保育時間を承認されて

いる有期雇用教職員について

は、２時間から当該保育時間を

減じた時間）を超えない範囲内

で、有期雇用教職員の託児の態

様、通勤の状況等から必要とさ

れる時間について、１５分を単

位として行うものとする。 

 

第４１条 第４１条  
（１）  
（２）  

２ 介護部分休業は、１日を通じ、

始業の時刻から連続し、又は終

業の時刻まで連続した４時間

（当該介護部分休業と要介護者

を異にする介護時間の申出をし

て勤務しない時間がある日につ

いては、当該４時間から当該介

護時間により勤務しない時間を

減じた時間）の範囲内で、必要と

される時間について１時間を単

位として行うものとする。 

（後 略） 

期を経過する日まで１日の勤務

時間の全部又は一部について勤

務しないこと（以下「育児部分休

業」という。）ができる。ただし、

大学に引き続き雇用された期間

が１年に満たない有期雇用教職

員（育児・介護休業法第２３条第

１項の規定による労使協定があ

る場合に限る。）は、これを行う

ことができない。 

２ 育児部分休業の種類は、次に掲
げるものとする。 
（１） １日における育児部分休

業（以下「第１号育児部分休業
」という。） 

（２） １事業年度における育
児部分休業（以下「第２号育
児部分休業」という。） 

第１７条 第１７条 第１号育児部分休業は、

１日を通じて２時間（有期雇用教

職員就業規則第５４条第１項第

１８号に規定する保育時間を承

認されている有期雇用教職員に

ついては、２時間から当該保育時

間を減じた時間）を超えない範囲

内で、有期雇用教職員の託児の態

様等から必要とされる時間につ

いて、１５分を単位として行うも

のとする。 

 
 
 
２ 第２号育児部分休業は、１時間

を単位として行うものとし、有期
雇用教職員就業規則第４３条に
規定する有期雇用教職員の所定
の勤務時間に相当する時間に１
０を乗じて得た時間を上限とす
る。 

第４１条 第４１条  
（１）  
（２）  

２ 介護部分休業は、１日を通じ、

４時間（当該介護部分休業と要介

護者を異にする介護時間の申出

をして勤務しない時間がある日

については、当該４時間から当該

介護時間により勤務しない時間

を減じた時間）の範囲内で、必要

とされる時間について１時間を

単位として行うものとする。 
 

 

 

（略） （同 左） 



 

改     正     前 改     正     後 

 
   国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規 
   則 

（平成１７年達示第３８号） 
 （前 略） 
第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職

員(第７号、第１１号、第１２号、第１５号及び第
１６号に掲げる場合にあっては、６月以上の契約期
間が定められている者又は６月以上継続勤務して
いる者(第７号、第２２号及び第２３号に掲げる場
合にあっては、１週間の所定勤務日数が２日以下で
ある者又は週以外の期間によって勤務日が定めら
れている時間雇用教職員で１年間の勤務日が１２
０日以下である者を除き、第１１号に掲げる場合に
あっては、週以外の期間によって勤務日が定められ
ている職員で１年間の勤務日が４７日以下である
者を除く。ただし、第２２号及び第２３号の休暇を
取得できる時間雇用教職員の制限については、育児
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律(平成３年法律第７６号。以下第
５０条において「育児・介護休業法」という。)第
１６条の３第２項又は第１６条の６第２項の規定
において準用する第６条第１項ただし書による労
使協定がある場合に限る。)に限り、第９号に掲げ
る場合にあっては、別表第３に掲げる者を除き、第
１７号に掲げる場合にあっては、１週間の所定勤務
日数が２日以下である者又は週以外の期間によっ
て勤務日が定められている時間雇用教職員で１年
間の勤務日が１２０日以下である者を除き、第１８
号に掲げる場合にあっては、無期雇用教職員に限る
。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を
与えるものとする。 
（１）～（２６） 

２ 
３ 

（中 略） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
別表第９（第５０条関係） 

育児・介護規
程の規定 

適用する規定 

（略） （略） 

 
 
 
 
 
第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職
員(第７号及び第１１号に掲げる場合にあっては、６
月以上の契約期間が定められている者又は６月以上
継続勤務している者(第７号、第２２号及び第２３号
に掲げる場合にあっては、１週間の所定勤務日数が
２日以下である者又は週以外の期間によって勤務日
が定められている時間雇用教職員で１年間の勤務日
が１２０日以下である者を除き、第１１号に掲げる
場合にあっては、週以外の期間によって勤務日が定
められている職員で１年間の勤務日が４７日以下で
ある者を除く。ただし、第２２号及び第２３号の休
暇を取得できる時間雇用教職員の制限については、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律(平成３年法律第７６号。以下
第５０条において「育児・介護休業法」という。)第
１６条の３第２項又は第１６条の６第２項の規定に
おいて準用する第６条第１項ただし書による労使協
定がある場合に限る。)に限り、第９号に掲げる場合
にあっては、別表第３に掲げる者を除き、第１７号
に掲げる場合にあっては、１週間の所定勤務日数が
２日以下である者又は週以外の期間によって勤務日
が定められている時間雇用教職員で１年間の勤務日
が１２０日以下である者を除き、第１８号に掲げる
場合にあっては、無期雇用教職員に限る。)に対して
当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものと
する。 

 
（１）～（２６） 

２ 
３ 
 
 
   附 則（令和７年達示第４４号）抄 
 （施行期日） 
第１条 この規則は、令和７年１０月１日から施行す
る。 

３ 第１項の規定にかかわらず国立大学法人京都大学

時間雇用教職員就業規則第４６条の改正規程は、令

和７年７月２２日から施行する。 
 （国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等
に関する規程の一部改正に伴う経緯措置） 

第２条 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日

までの間における育児部分休業の申出を行う場合に

おいて、この規則による改正後の国立大学法人京都

大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第１７

条の規定の適用については、同条第２項中「１０」と

あるのは「５」とする。 
 
別表第９（第５０条関係） 

育児・介護規
程の規定 

適用する規定 

（同 左） （同 左） 

（略） （同 左） 



 

改     正     前 改     正     後 

第１５条 第１５条 時間雇用教職員は、当

該教職員の小学校第３学年の終

期を経過するまでの子を養育す

るために、大学に申し出ること

により、当該子が小学校第３学

年の終期を経過する日まで１日

の勤務時間の一部について勤務

しないこと（以下「育児部分休

業」という。）ができる。ただし、

次の各号の一（育児・介護休業法

第２３条第１項の規定による労

使協定がある場合に限る。）に該

当する時間雇用教職員は育児部

分休業をすることができない。 

 

 （１） 
 （２） 
 
 
 
 
 
 
 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、時間
雇用教職員就業規則第３８条に
規定する正規の勤務時間の始め
又は終りにおいて、１日を通じ
て２時間（時間雇用教職員就業
規則第４６条第１項第１９号に
規定する保育時間を承認されて
いる時間雇用教職員については
、２時間から当該保育時間を減
じた時間）を超えない範囲内で、
時間雇用教職員の託児の態様、
通勤の状況等から必要とされる
時間について、１５分を単位と
して行うものとする。 

 
 
 
 

 

第４１条 第４１条  
（１）  
（２）  

２ 介護部分休業は、１日を通じ、
始業の時刻から連続し、又は終
業の時刻まで連続した４時間（
当該介護部分休業と要介護者を
異にする介護時間の申出をして
勤務しない時間がある日につい
ては、当該４時間から当該介護
時間により勤務しない時間を減
じた時間）の範囲内で、必要とさ

第１５条 第１５条 時間雇用教職員は、当該

教職員の小学校第３学年の終期

を経過するまでの子を養育する

ために、大学に申し出ることによ

り、当該子が小学校第３学年の終

期を経過する日まで１日の勤務

時間の全部又は一部について勤

務しないこと（以下「育児部分休

業」という。）ができる。ただし、

次の各号の一（育児・介護休業法

第２３条第１項の規定による労

使協定がある場合に限る。）に該

当する時間雇用教職員は育児部

分休業をすることができない。 

 （１） 

 （２） 

２ 育児部分休業の種類は、次に掲
げるものとする。 
（１） １日における育児部分休
業（以下「第１号育児部分休業」
という。） 
（２） １事業年度における育児
部分休業（以下「第２号育児部分
休業」という。） 

第１７条 第１７条 第１号育児部分休業は、
１日を通じて２時間（時間雇用教
職員就業規則第４６条第１項第
１９号に規定する保育時間を承
認されている時間雇用教職員に
ついては、２時間から当該保育時
間を減じた時間）を超えない範囲
内で、時間雇用教職員の託児の態
様等から必要とされる時間につ
いて、１５分を単位として行うも
のとする。 

 
 
 
 

２ 第２号育児部分休業は、１時間

を単位として行うものとし所定

の勤務時間に１０を乗じて得た

時間を上限とする。 

第４１条 第４１条  
（１）  
（２）  

２ 介護部分休業は、１日を通じ、
４時間（当該介護部分休業と要介
護者を異にする介護時間の申出
をして勤務しない時間がある日
については、当該４時間から当該
介護時間により勤務しない時間
を減じた時間）の範囲内で、必要
とされる時間について１時間を
単位として行うものとする。 

（同 左） 
（略） 

（略） （同 左） 



 

改     正     前 改     正     後 

れる時間について１時間を単位
として行うものとする。 

（後 略） 
 

国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休
業等に関する規程  

（平成１６年達示第８４号） 
（前 略） 
（育児部分休業） 

第１５条 教職員は、当該教職員の小学校第３学年の
終期を経過するまでの子を養育するために、大学に
申し出ることにより、当該子が小学校第３学年の終
期を経過する日まで１日の勤務時間の一部につい
て勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)
ができる。 

 
 
 
 
 
 （中 略） 
 （育児部分休業の単位） 
第１７条 育児部分休業は、勤務時間等規程第６条第

３項に規定する正規の勤務時間の始め又は終りに
おいて、１日を通じて２時間(第４３条の２に規定
する介護時間の申出をし、又は勤務時間等規程第２
７条第７号に規定する保育時間を承認されている
教職員については、２時間から当該介護時間又は保
育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、教職員
の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間
について、１５分を単位として行うものとする。 
 
 
 

 
 （中 略） 
（介護部分休業の期間等） 

第４１条 介護部分休業ができる期間は、次の各号に
よるものとする。 
（１） 
（２） 

２ 介護部分休業は、１日を通じ、始業の時刻から連
続し、又は終業の時刻まで連続した４時間（当該介
護部分休業と要介護者を異にする介護時間の申出
をして勤務しない時間がある日については、当該４
時間から当該介護時間により勤務しない時間を減
じた時間）の範囲内で、必要とされる時間について
１時間を単位として行うものとする。 

 （中 略） 
（介護時間の期間等） 

第４３条の３ （略） 
２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内におい

て、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業
の時刻まで連続した２時間（第１５条に規定する育
児部分休業の申出をしている教職員については、２
時間から当該育児部分休業により勤務しない時間
を減じた時間）の範囲内で、必要とされる時間につ
いて１５分を単位として行うものとする。 
（後 略） 

 
 

 
 
 

 
 

 
（育児部分休業） 

第１５条 教職員は、当該教職員の小学校第３学年の
終期を経過するまでの子を養育するために、大学に
申し出ることにより、当該子が小学校第３学年の終
期を経過する日まで１日の勤務時間の全部又は一部
について勤務しないこと(以下「育児部分休業」とい
う。)ができる。 

２ 育児部分休業の種類は、次に掲げるものとする。 
（１） １日における育児部分休業（以下「第１号育

児部分休業」という。） 
（２） １事業年度における育児部分休業（以下「第

２号育児部分休業」という。） 
 
（育児部分休業の単位） 

第１７条 第１号育児部分休業は、１日を通じて２時
間(第４３条の２に規定する介護時間の申出をし、又
は勤務時間等規程第２７条第７号に規定する保育時
間を承認されている教職員については、２時間から
当該介護時間又は保育時間を減じた時間)を超えな
い範囲内で、教職員の託児の態様等から必要とされ
る時間について、１５分を単位として行うものとす
る。 

 
２ 第２号育児部分休業は、１時間を単位として行う

ものとし、勤務時間等規程第３条に規定する教職員
の所定の勤務時間に相当する時間に１０を乗じて得
た時間を上限とする。 

 
（介護部分休業の期間等） 

第４１条 介護部分休業ができる期間は、次の各号に
よるものとする。 
（１） 
（２） 

２ 介護部分休業は、１日を通じ、４時間（当該介護
部分休業と要介護者を異にする介護時間の申出をし
て勤務しない時間がある日については、当該４時間
から当該介護時間により勤務しない時間を減じた時
間）の範囲内で、必要とされる時間について１時間
を単位として行うものとする。 

 
 
（介護時間の期間等） 

第４３条の３ （同 左） 
２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内におい
て１日につき２時間（第１５条第１号に規定する第
１号育児部分休業の申出をしている教職員について
は、２時間から当該育児部分休業により勤務しない
時間を減じた時間）の範囲内で、必要とされる時間
について１５分を単位として行うものとする。 

 
 

（同 左） （略） 



 

改     正     前 改     正     後 

附 則 （令和７年達示第４４号）抄 

 （施行期日） 

第１条 この規則は、令和７年１０月１日から施行す

る。 
 （国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等

に関する規程の一部改正に伴う経過措置） 
第２条 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日

までの間における育児部分休業の申出を行う場合に

おいて、この規則による改正後の国立大学法人京都

大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第１７

条の規定の適用については、同条第２項中「１０」と

あるのは「５」とする。  


